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 SafeworK 向上宣言

令和5年9月26日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は事業主として、安全は会社経営の基盤であることから、

労働者が安心して働くことのできる職場づくりを進めます。

１．安全方針を示し、他人事ではないことの意識を心に刻む

訓練をします。

２．異常や危険に気付く感性を高めます。

３．無災害記録８,０００日（２０２４年）を確実に達成し、

継続し続ける体制を築きます。

私達労働者は、事業主の宣言に基づき不安全行動を行わない

作業を進めます。

１．安全方針の意味を理解し、安全作業に努めます。

２．安全行動に油断が出ないよう「自分の身は自分で守る」

意識を保ちます。


